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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年4月11日(2019.4.11)

【公表番号】特表2018-509661(P2018-509661A)
【公表日】平成30年4月5日(2018.4.5)
【年通号数】公開・登録公報2018-013
【出願番号】特願2017-566610(P2017-566610)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｃ   7/10     (2006.01)
   Ｇ０２Ｃ   7/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   9/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/20     　　　　
   Ｇ０２Ｃ    7/10     　　　　
   Ｇ０２Ｃ    7/04     　　　　
   Ａ６１Ｆ    9/00     　　　　
   Ａ６１Ｆ    9/02     ３０５　
   Ａ６１Ｆ    9/02     ３７０　

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月28日(2019.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の狭帯域色素を含む光学フィルタであって、前記フィルタの視感透過率が４０
％から８０％の間であり、前記フィルタの赤色－緑色分離係数が１．０よりも大きく、前
記光学フィルタの前記視感透過率は、ＣＩＥ　１９３２　２度標準観測者によるＣＩＥ標
準発光体Ｄ６５の重み付き明順応透過率として定義される、ことを特徴とする光学フィル
タ。
【請求項２】
　前記フィルタの前記赤色－緑色分離係数は１．２５よりも大きい、請求項１に記載の光
学フィルタ。
【請求項３】
　前記フィルタの前記赤色－緑色分離係数は１．５よりも大きい、請求項１に記載の光学
フィルタ。
【請求項４】
　前記フィルタの前記視感透過率は５０％よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ
。
【請求項５】
　前記フィルタの前記視感透過率は５０％よりも大きく、前記フィルタの前記赤色－緑色
分離係数は１．２５よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項６】
　前記フィルタの前記視感透過率は５０％よりも大きく、前記フィルタの前記赤色－緑色
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分離係数は１．５よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項７】
　前記フィルタの前記視感透過率は６０％よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ
。
【請求項８】
　前記フィルタの前記視感透過率は６０％よりも大きく、前記フィルタの前記赤色－緑色
分離係数は１．２５よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項９】
　前記フィルタの前記視感透過率は６０％よりも大きく、前記フィルタの前記赤色－緑色
分離係数は１．５よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項１０】
　前記フィルタの色が青色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１１】
　前記フィルタの色が青緑色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１２】
　前記フィルタの色が桃色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１３】
　前記フィルタの色が紫色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１４】
　フィルタ色は朱色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１５】
　請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、２つ以上
の狭帯域色素を含み、少なくとも１０度の視野にフィルタをかける、ことを特徴とする眼
科用眼鏡レンズ。
【請求項１６】
　請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは１つの狭帯
域色素のみを含む、ことを特徴とする眼科用コンタクトレンズ。
【請求項１７】
　請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸
収波長が約５９５ナノメートルである１つの狭帯域色素のみを含む、ことを特徴とする眼
科用コンタクトレンズ。
【請求項１８】
　請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸
収波長が約５７５ナノメートルである１つの狭帯域色素のみを含む、ことを特徴とする眼
科用コンタクトレンズ。
【請求項１９】
　個人の色覚欠失を調整するためにレンズを処方する方法であって、
　前記個人が緑色弱であるかどうかを検査する工程と、
　前記個人が赤色弱であるかどうかを検査する工程と、
　前記個人が緑色弱であれば、請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前
記フィルタの５７５ナノメートルにおける透過率が、５９５ナノメートルにおける前記透
過率の少なくとも２倍よりも大きい眼科用レンズを処方する工程、及び／又は
　前記個人が赤色弱であれば、請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前
記フィルタの５９５ナノメートルにおける前記透過率は、５７５ナノメートルにおける前
記透過率の少なくとも２倍よりも大きい眼科用レンズを処方する工程と、を備えることを
特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１から１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは１つの狭
帯域色素のみを含む、ことを特徴とする光源組立体。
【請求項２１】
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　請求項１から１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは２つ以上
の狭帯域色素を含む、ことを特徴とする光源組立体。
【請求項２２】
　１つ以上の狭帯域色素を含む光学フィルタであって、ＣＩＥ　１９３２　２度標準観察
者によるＣＩＥ標準光源Ｄ６５の重み付き明順応透過率として定義される前記フィルタの
視感透過率が７０％よりも大きく、前記フィルタの赤色－緑色分離係数が０．２５よりも
大きく、ＨＥＶ減衰係数が約５．０よりも大きい、ことを特徴とする光学フィルタ。
【請求項２３】
　前記フィルタの前記視感透過率が８０％よりも大きい、請求項２２に記載の光学フィル
タ。
【請求項２４】
　前記フィルタの白色点の（ｘ、ｙ）座標が、標準発光体Ｄ６５、前記ＣＩＥ１９３２　
２度標準観察者、及びＣＩＥ　Ｙｘｙ色度座標系に関して（．３１、．３３）の０．０５
単位内にある、請求項２２～２３の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項２５】
　前記フィルタの前記白色点の前記（ｘ、ｙ）座標は、前記標準発光体Ｄ６５、前記ＣＩ
Ｅ１９３２　２度標準観察者、及び前記ＣＩＥ　Ｙｘｙ色度座標系に関して（．３１、．
３３）の０．０２５単位内にある、請求項２２から２３の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項２６】
　１つ以上の狭帯域色素と、少なくとも１つの青色吸収性標準色素とを含む光学フィルタ
であって、ＣＩＥ　１９３２　２度標準観察者によるＣＩＥ標準発光体Ｄ６５の重み付き
明順応透過率として定義される前記フィルタの視感透過率が４０％よりも小さく、前記フ
ィルタの赤色－緑色分離係数が０．２５よりも大きく、ＨＥＶ減衰係数が少なくとも約４
０である、ことを特徴とする光学フィルタ。
【請求項２７】
　請求項２２～２６の何れかに記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用眼
鏡レンズ。
【請求項２８】
　直線偏光子を含む、請求項２７に記載の眼科用眼鏡レンズ。
【請求項２９】
　光発色性色素を含む、請求項２７に記載の眼科用眼鏡レンズ。
【請求項３０】
　請求項２２～２５の何れかに記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用コ
ンタクトレンズ。
【請求項３１】
　請求項２２～２５の何れかに記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用眼
球内レンズ。
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